
議案第１４号 

 

   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  平成３０年８月２７日提出 

 

            佐倉市長  蕨  和 雄   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



佐倉市条例第   号 

   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例 

 佐倉市手数料条例（平成１２年佐倉市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１の５３の項の次に次のように加える。 

５

３

の

２ 

建築基準

法第４３

条第２項

第１号の

規定によ

る建築の

認定の申

請に対す

る審査 

建 築 物

の 敷 地

と 道 路

と の 関

係 の 建

築 認 定

申 請 手

数料 

  １件につき３

９,０００円 

 別表第１の５４の項中「第４３条第１項ただし書」を「第４３条第２項第２号」

に改め、同表８０の項中「仮設建築物建築許可申請手数料」を「１年以内の期間

を定めて使用する仮設建築物の建築許可申請手数料」に改め、同項の次に次のよ

うに加える。 

８

０

の

２ 

建築基準

法第８５

条第６項

の規定に

よる仮設

建築物の

建築の許

可の申請

に対する

審査 

１ 年 を

超 え て

使 用 す

る 特 別

の 必 要

が あ る

仮 設 建

築 物 の

建 築 許

可 申 請

手数料 

  １件につき１８

３，０００円 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


